
          議 会 運 営 委 員 会 日 程            
                                                                           

                                       日 時 令和２年１１月２４日（火） 

                                               午後３時３０分 

                                       場 所 第１議会委員会室 

                                                                           

１ １２月定例会の運営について                                             

                                                                           

 （１）議案等とその処理について                            （資料 １） 

      ○ 市長提出議案 

 専決 単行 条例 予算 報告 計              

初 日 提 案 － ６ １０ ５ － ２１ 

追 加 提 案 － － － － － － 

計 － ６ １０ ５ － ２１ 

 

   〇 上記以外の追加案件 

     （１２月１６日提案予定） 

     ・人権擁護委員候補者の推薦について 

 

      ○ 請 願       ０件                 （資料 ２） 

                                                                                         

 （２）一般質問について                                      （資料 ３） 

 

（３）請願・陳情付託一覧表について                         （資料 ４） 

  

 （４）会期並びに運営日割（案）について           （資料 ５） 

   ※１１月３０日（月） 「本会議休憩中 総務常任委員会」、「一部委員会

報告・議決」を追加 

   ※１２月 ８日（火） 「議会運営委員会終了後 議会改革推進会議、議会 

    改革推進会議終了後 議会史編さん委員会」を追加 

 

２ その他 

 

 （１）常任委員会の報告案件（予定）について         （資料 ６） 
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 （２）議員全員協議会の開催について             （資料 ７） 

     １２月１８日（金） 午前１０時  議会議場 

     市政運営の総合指針２０２０の改定について 

 

 （３）新型コロナウイルス対策に係る傍聴の取り扱いについて  （資料 ８） 

 

 （４）議会改革推進会議からの申し送りについて        （資料 ９） 

 

 （５）行政改革等特別委員会の開催について 

     １１月２５日（水） 午前９時３０分 第１議会委員会室 

 

 （６）閉会中に開催する予定の諸会議について 

    ①子ども文教常任委員会 

令和３年１月２８日（木） 午前１０時３０分 

 

    ②藤沢都心部再生・公共施設再整備特別委員会 

     令和３年２月 ５日（金） 午前９時３０分 第１議会委員会室 

 

 （７）その他 
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令和２年１２月藤沢市議会定例会提出議案一覧表 
 

区  分 件  名  及  び  概  要 主 管 処 理 

 

議案第 ５４号 

工事請負契約の締結について 
（藤沢駅東西地下通路再整備工事） 

財 務 部 即 決 

契約の相手方 
 藤沢駅東西地下通路再整備工事 
門倉組・ガーデンサービス共同企業体 

工事の概要 
構造物撤去工事一式，構造物補修工事一式，内部改修工
事一式，仮設工事一式，環境配慮工事一式，電気設備工
事一式，機械設備工事一式 

契 約 金 額 
 １,０７８,１１０,０００円 
工   期 
議決の日着工 
令和４年３月１５日しゅん工予定 

 

議案第 ５５号 
市道の認定について 

道路河川部 

建 設 経 済 

常任委員会 

付 託 片瀬４１８号線ほか８路線を認定する。 

 

議案第 ５６号 
市道の廃止について 

道路河川部 

建 設 経 済 

常任委員会 

付 託 片瀬４１１号線ほか４路線を廃止する。 

 

議案第 ５７号 
指定管理者の指定について 

都市整備部 即 決 

管理を行わせる公の施設 
藤沢市藤沢駅前広場（サンパール広場・サンパレット広 

場） 
指定管理者となる団体 
一般社団法人藤沢駅周辺地区エリアマネジメント 

指定の期間 

２０２１年（令和３年）４月 １日から 

２０２４年（令和６年）３月３１日まで 

 

議案第 ５８号 
指定管理者の指定について 

生涯学習部 即 決 

管理を行わせる公の施設 
藤沢市湘南台文化センター 

指定管理者となる団体 
公益財団法人藤沢市まちづくり協会・藤沢市民会館サー

ビスセンター株式会社共同事業体 
指定の期間 

２０２１年（令和３年）４月 １日から 

２０２６年（令和８年）３月３１日まで 

 

議案第 ５９号 
指定管理者の指定について 

子ども青少年部 即 決 

管理を行わせる公の施設 
大道子どもの家 

指定管理者となる団体 
公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

指定の期間 
２０２１年（令和３年）４月 １日から 

 ２０２３年（令和５年）３月３１日まで 

資料 １番 
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区  分 件  名  及  び  概  要 主 管 処 理 

 

議案第 ６０号 

藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正につい
て 

総 務 部 

総 務 

常任委員会 

付 託 

（議決は  

 第２日） 

国家公務員の給与改定に準じて，本市の短時間勤務会計
年度任用職員の期末手当の支給割合を改定する。 
施行日 令和２年１２月１日。ただし，第２条の規定は，
令和３年４月１日。 

 

議案第 ６１号 

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正に
ついて 

総 務 部 

総 務 

常任委員会 

付 託 

（議決は  

 第２日） 

国家公務員の給与改定に準じて，本市の常勤特別職の職
員の期末手当の支給割合を改定する。 
施行日 令和２年１２月１日。ただし，第２条の規定は，
令和３年４月１日。 

 

議案第 ６２号 

藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任 
期付職員の採用等に関する条例の一部改正について 

総 務 部 

総 務 

常任委員会 

付 託 

（議決は  

 第２日） 

国家公務員の給与改定に準じて，本市の一般職の職員の
期末手当の支給割合を改定する。 
施行日 令和２年１２月１日。ただし，第２条及び第４条
の規定は，令和３年４月１日。 

 

議案第 ６３号 
藤沢市手数料条例の一部改正について 

財 務 部 

総 務 

常任委員会 

付 託 

食品衛生法及び食品衛生法施行令の一部が改正され，営
業許可業種が変更されたことに伴い，許可申請に係る手数
料を見直し，農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法
律が制定され，輸出証明書の発行等の手数料が新設された
ことに伴い，当該事務に係る手数料を定める等，所要の改
正をする。 

施行日 令和３年６月１日。ただし，別表第５の２０の表

の改正規定（「１９の表」を「２０の表」に改める部分

に限る。）及び同表を別表第５の２１の表とし，別表第

５の１９の表の次に１表を加える改正規定は同年４月１

日。 

 

議案第 ６４号 

藤沢市税外収入金に関する延滞金条例及び藤沢市道路占用
料徴収条例の一部改正について 

財 務 部 即 決 租税特別措置法及び地方税法の一部が改正されたことに
伴い，規定の整備をす-る。 
施行日 令和３年１月１日 

 

議案第 ６５号 

藤沢市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定
める条例の制定について 

福祉健康部 即 決 食品衛生法及び食品衛生法施行規則の一部が改正された
ことに伴い，規定の整備をする。 
施行日 令和３年６月１日 

 

議案第 ６６号 
藤沢市公民館条例の一部改正について 

生涯学習部 

子ども文教 

常任委員会 

付 託 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策としての新しい生
活様式に対応するため，公民館の使用申請手続において使
用申請期間の初日に実施している抽選について電子抽選方
式を導入することに伴い，所要の改正をする。 
施行日 令和３年３月２０日 
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区  分 件  名  及  び  概  要 主 管 処 理 

 

議案第 ６７号 
藤沢市スポーツ振興基金条例の一部改正について 

生涯学習部 

子ども文教 

常任委員会 

付 託 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を
はじめとする市民又は市内の競技者の育成，生涯スポーツ
の推進，スポーツの普及啓発その他スポーツ活動の振興に
向けた市民の寄付，協働等の取組に資するため，スポーツ
振興基金の処分の目的を拡大する。 
施行日 公布の日 

 

議案第 ６８号 

藤沢市消防団に関する条例及び藤沢市消防団員の退職報償
金に関する条例の一部改正について 

消 防 局 

総 務 

常任委員会 

付 託 

地域住民の安全・安心を確保する観点から，消防団員の
確保を含む地域防災力の充実強化を図るため，消防団員の
資格を見直し，休団制度を設け，基本報酬を引き上げるこ
と等に伴い，所要の改正をする。 
施行日 令和３年４月１日 

 

議案第 ６９号 
藤沢市火災予防条例の一部改正について 

消 防 局 即 決 

国が定める対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに
対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準
を定める省令の一部が改正されたこと等に伴い，規定の整
備をする。 
施行日 令和３年４月１日 

議案第 ７０号 令和２年度藤沢市一般会計補正予算（第７号） 財 務 部 

補 正 予 算 

常任委員会 

付 託 

議案第 ７１号 
令和２年度藤沢市北部第二（三地区）土地区画整理事業費

特別会計補正予算（第１号） 
都市整備部 

補 正 予 算 

常任委員会 

付 託 

議案第 ７２号 
令和２年度藤沢市介護保険事業費特別会計補正予算（第２

号） 
福祉健康部 

補 正 予 算 

常任委員会 

付 託 

議案第 ７３号 令和２年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算（第２号） 下水道部  

補 正 予 算 

常任委員会 

付 託 

議案第 ７４号 令和２年度藤沢市民病院事業会計補正予算（第５号） 市民病院  

補 正 予 算 

常任委員会 

付 託 
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資料 ２番 

                                 

        

                       議会提出議案（請願）                        

                                                                                      

  

                               令和２年１２月定例会 

 

番  号 件                  名 処   理   

  

  

 提 出 な し  
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一 般 質 問 通 告 者 一 覧 表 

                               令和２年１２月定例会 

通  告  順 議席番号 氏           名 発言方法 備  考 

通告 １ 番 ２２番  杉 原 栄 子 一問一答 
 

通告 ２ 番 ３番  山 内 幹 郎 一問一答  

通告 ３ 番 １１番  神 尾 江 里 一問一答  

通告 ４ 番 ３６番  松 下 賢一郎 一問一答  

通告 ５ 番 １０番  安 藤 好 幸 一問一答  

通告 ６ 番 １６番  北 橋 節 男 一問一答  

通告 ７ 番 １９番  友 田 宗 也 一問一答  

通告 ８ 番 １番  土 屋 俊 則 一問一答  

通告 ９ 番 １３番  清 水 竜太郎 一問一答  

通告１０番 １５番  松 長 由美絵 一問一答  

通告１１番 １２番  谷 津 英 美 一問一答  

通告１２番 ６番  石 井 世 悟 一問一答  

通告１３番 ２９番  竹 村 雅 夫 一問一答  

通告１４番 ７番  西     智 一問一答  

通告１５番 ５番  原 田   建 一問一答  

通告１６番 １８番  井 上 裕 介 一問一答  

通告１７番 ２５番  平 川 和 美 一問一答  

通告１８番 ８番  桜 井 直 人 一問一答  

通告１９番 ２番  味 村 耕太郎 一問一答  

通告２０番 ２６番  東 木 久 代 一問一答  

通告２１番 ３１番  堺   英 明 一問一答  
 

資料 ３番 
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請願・陳情付託一覧表（令和２年１２月定例会） 
                                                                                     

建設経済常任委員会（１２月１日）  

 
 

 

 

厚生環境常任委員会（１２月２日）  
  

（陳情） 

◎ ２第１５号  安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情 

  ２第１９号  気候非常事態宣言を発出する様，市当局に対して働きかけを求める陳情 

  ２第２２号  野猫の給餌制限に関する陳情 

◎ ２第２３号  気候非常事態宣言についての陳情 

子ども文教常任委員会（１２月３日）  

 
（陳情） 

  ２第１７号  親教育を目的とした，別居，離婚における子どもの権利保護の勉強会，

周知を求める陳情 

◎ ２第１８号  少人数学級を速やかに実施することを求める意見書を国に提出するこ

とを求める陳情 

  ２第２０号  神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 

  ２第２１号  国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情 

総務常任委員会（１２月４日）  

 
 

 

議会運営委員会（１２月８日）  

 
（陳情） 

◎ ２第１４号  藤沢市議会における陳情の審議においては，陳情書における陳情項目及

び陳情理由を明示（朗読）したうえで，意見陳述または審議に入ること

を求める陳情 

                                                                                                                                                                         
（参考）  写しを配付した陳情                                                       
 
  ２第１６号  思いやり予算の廃止を求める意見書提出を求める陳情 

 

 
※ 請願者または陳情者の意見陳述を行うものは，◎（二重丸）を表示しています。 

資料 ４番 
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曜 会　議　名 備　　　　考

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

２７ 日 金 　 休　会（議案等質疑通告正午まで）

２８ 日 土 休　会

２９ 日 日 休　会

９：３０ 議会運営委員会 議案等質疑

１０：００ 本　　会　　議 一部議決  委員会付託

総務常任委員会 一部委員会報告・議決

１２月 １ 日 火 ９：３０ 建設経済常任委員会

２ 日 水 ９：３０ 厚生環境常任委員会 　

３ 日 木 ９：３０ 子ども文教常任委員会 　

４ 日 金 ９：３０ 総務常任委員会

５ 日 土 休　会

６ 日 日 休　会

７ 日 月 ９：３０ 補正予算常任委員会

９：３０ 議会運営委員会

議会改革推進会議

議会史編さん委員会

９ 日 水 休　会

９：３０ 議会運営委員会 常任委員会等報告・議決

１０：００ 本　　会　　議 一般質問

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

１２ 日 土 休　会

１３ 日 日 休　会

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

９：３０ 議会運営委員会

１０：００ 本　　会　　議

９：３０ 議会運営委員会 一般質問

１０：００ 本　　会　　議 追加議案上程説明・議決

広報広聴委員会

１１月２６日～１２月１６日　　　　２１日間

※なお，会期中の諸会議の開催通知は，この運営日割をもってかえますのでご承知おきください。

本会議休憩中

令和２年１２月定例会運営日割（案）
月　日 時　間

１１月２６ 日 木 議案等上程説明聴取

３０ 日 月

一般質問

１０ 日 木

８ 日　 火
議会運営委員会

終了後

議会改革推進会議

終了後

一般質問

１１ 日 金 一般質問

会            期

日 火

１４ 日 月

１６ 日 水

本会議終了後

１５

資料 ５番
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常任委員会の報告案件（予定）                       

                                                   令和２年１２月定例会  

委員会 報   告   件   名 

建 設 

経 済 

①藤沢市工場立地に関する準則を定める条例（藤沢市工場立地法準則

条例）の制定及び藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例の一

部改正に関する素案について 

②善行六丁目特定土地の原状回復について 

③旧東海道藤沢宿街なみ継承地区における歴史的建築物の取得につい

て 

④藤沢市耐震改修促進計画の改定時期の変更について 

⑤藤沢市空家等対策計画（素案）について 

⑥村岡地区のまちづくりの取組について 

厚 生 

環 境 

①「（仮称）ふじさわ障がい者プラン２０２６」の策定について（中

間報告） 

②障がい者相談支援体制の拡充について（報告） 

③２０２５年に向けた藤沢型地域包括ケアシステムの推進について 

④（仮称）藤沢市地域福祉計画２０２６の策定について（中間報告） 

⑤（仮称）いきいき長寿プランふじさわ２０２３～藤沢市高齢者保健

福祉計画・第８期藤沢市介護保険事業計画～の策定について（中間

報告） 

⑥「藤沢市民病院健全経営推進計画」の素案及び新たな診療体制の構

築について 

子ども 

文 教 

 

①「藤沢市教育委員会の点検・評価」及び「藤沢市教育振興基本計画

の進行管理」について 

②藤沢市立学校施設再整備基本方針の改定について（中間報告） 

資料 ６番 
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総 務 

 

①令和３年度組織改正の概要（案）について 

②「（仮称）ふじさわジェンダー平等プラン２０３０（素案）」につ

いて 

③藤沢市パートナーシップ宣誓制度について（報告） 

④朝日町駐車場の運営の見直しについて 

⑤藤沢市受援計画（素案）等について 
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新型コロナウイルス対策に係る傍聴の取り扱いについて 

 

 傍聴の取り扱いについては、次のとおりの対応を行う。 

 

①傍聴者用に手指消毒用アルコールを設置。 

 

②本会議等（議場）は、傍聴席のソーシャルディスタンス（隣の席との間隔を

１ｍ以上）を確保し、23席までに減じたうえで傍聴を可とする。 

 

③常任・特別委員会等（第１議会委員会室）は、請願・陳情の提出者（代表者）

についての傍聴を可とする。その他の傍聴希望者については、議場のモニタ

ー画面に中継映像を表示し、議場の傍聴席（23席）での視聴を案内する。 

 

④インターネット中継の無い会議（議会運営委員会等）は、傍聴席のソーシャ

ルディスタンス（１ｍ）を確保し、５席までに減じたうえで傍聴を可とする。 

 

⑤市議会ホームページ等において、感染拡大防止のための注意喚起を行い、引

き続きインターネット中継の視聴を案内する。 

資料 ８番 
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資料 ９番 

 

藤沢市議会感染症対応指針（案） 
 

令和 ２年１１月２４日 

 

（趣旨） 

第１条 この対応指針は、藤沢市において、新型インフルエンザ感染症その 

他生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症（以下、 

「感染症」という。）が発生した場合における藤沢市議会（以下、「市 

議会」という。）の対応について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（行動原則）  

第２条 議員は、感染症予防対策の徹底を図りながら議員活動を行う  

ものとする。 

２ 議員は、感染症の発生期において、発熱・咳・倦怠感など当該感染  

症に特徴的な症状がみられる場合は、自宅療養を行い、速やかに議 

会事務局を通じて議長に報告する。 

３ 議員の同居家族が感染症に罹患あるいは濃厚接触者と認定された 

場合は、当該議員は速やかに議会事務局を通じて議長に報告すると 

ともに、必要な期間自宅待機をする。 

４ 議員が感染症に罹患あるいは濃厚接触者と認定された場合は、速  

やかに議会事務局を通じて議長に報告を行い、行動フロー図（図１） 

のとおり行動する。 

５ 委員会の委員長は、前３項により感染防止のため必要と認めると

きは、オンライン（映像と音声の送受信により相手の状態を相互に

認識しながら通話をすることができる方法）を利用した委員会を開

会するものとする。 

 

 （情報の収集及び共有） 

第３条 感染症発生時は、原則として、議長、副議長及び議会事務局  

長で構成する議会対策会議（以下、「対策会議」という。）を開催し、 

市の感染症に関する対策本部（以下、「市対策本部」という。）から 

収集した状況分析等、情報を共有するとともに、次の事項について  

協議する。 

（１）議員からの情報収集の確認 

（２）市対策本部の対応方針の確認 

（３）各議員への情報発信について検討 

２ 議長は、感染症対策に係る対応について、必要に応じて、各派代表 

者による会議等を招集する。 

３ 議長は、必要があると認めるときは、各派代表者による会議等に  

構成員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要  

な資料の提出を求めることができる。 
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４ 議員は、感染症対策に係る対応における情報の収集や発信等に当 

たり、貸与されたタブレット型端末を活用することとする。  

５ 感染防止のため議長が必要と認めるときは、オンラインを利用し

た会議を開催することができる。 

 

（職務代理） 

第４条 議長が感染症に罹患あるいは濃厚接触者と認定されるなどそ

の任に就けない場合は、副議長が職務を代理する。 

２ 議長及び副議長が感染症に罹患あるいは濃厚接触者と認定される 

などその任に就けない場合は、各派代表者による会議を開催して対

応を協議する。 

 

（対応基準）  

第５条 市議会は感染症の発生状況等に応じ、次の各号に掲げる段階 

的な対応を議長の判断により行うものとする。 

 

（１）ステージ１ ＜海外発生期＞ 

感染対策  

ア 対策会議等を開催し、消毒液やマスク等感染予防のための必  

需品を発注し、備蓄する。（ステージ２以降も同じ。） 

情報収集  

ア 議員は、国の動向を注視し、情報収集を行う。  

イ 対策会議等を開催し、議員から収集した状況分析等、議員間 

での情報共有を行う。 

 

（２）ステージ２ ＜国内発生期＞ 

  情報収集  

ア 議員は、国や感染発生地の動向を注視し、情報収集に努める。 

イ 対策会議等を開催し、市対策本部からの情報収集に努める。  

ウ 対策会議等を開催し、市対策本部や議員から収集した状況分 

析等、議員間での情報共有を行う。 

 

（３）ステージ３ ＜県内発生期＞ 

  情報収集  

ア 議員は、国や県の動向を注視し、情報収集に努める。  

イ 対策会議等を開催し、市対策本部からの情報収集に努める。  

ウ 対策会議等を開催し、市対策本部や議員から収集した状況分 

析等、議員間での情報共有を行う。 

提言  

ア 必要な施策等について、対策会議等を通じて協議・検討し、市 

あるいは国または県等に提言する。 

15



 

 

視察  

ア 不急の行政視察については、原則、延期又は中止とすること  

とする。（ステージ４以降も同じ。） 

 

（４）ステージ４ ＜市内発生期（早期）＞ 

  情報収集  

ア 議員は、居住地域等において、感染症の拡大防止等の活動に  

努めるとともに、緊急に必要な支援対策等の情報収集を行う。  

イ 対策会議等を開催し、市対策本部からの情報収集に努める。  

ウ 対策会議等を開催し、市対策本部や議員から収集した状況分  

析等、議員間での情報共有を行う。 

エ 市に対する質問は、対策会議等において集約する。 

提言    ステージ３と同じ。 

 

（５）ステージ５ ＜市内発生期（感染拡大期）＞ 

  議会運営  

ア 本会議及び常任委員会等（議会運営委員会を除く）の開催方  

法または開催予定の変更等について検討する。  

 情報収集  ステージ４と同じ。 

提言    ステージ３と同じ。 

 

（６）ステージ６ ＜小康期＞ 

情報収集  基本的にステージ３と同じ。 

ア 感染症の再発に備え、議員は、国や県の動向を注視し、情報収 

集に努める。 

イ 感染症の再発に備え、対策会議等を開催し、市対策本部から 

の情報収集に努める。 

ウ 感染症の再発に備え、対策会議等を開催し、市対策本部や議 

員から収集した状況分析等、議員間での情報共有を行う。  

提言  

ア 市内感染状況の分析及び復旧・復興に必要な施策等について、 

各常任・特別委員会等において協議・検討をする。 

イ 市あるいは国または県等に対する要望等を各常任・特別委員 

会等でとりまとめ対策会議等を通じて議長に報告する。 

ウ 議長は、各常任・特別委員会等の調査結果を市対策本部に提  

言する。 

 

（その他） 

第６条 議長は、その他必要と認める事項を定めることができる。  
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【図１ 行動フロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会事務局へ報告 

医師が検査の必要性を判断し、当該感染症の検査等を実施 

自宅静養 

陰性 陽性 

自宅静養 

入院措置等 
議会事務局へ 

経過報告（随時） 

復帰 

※ 陽性と判明した場合の保健所の

調査に備え、発症（発熱や呼吸器障

害等）後の行動履歴を整理しておく 

発熱・咳・倦怠感など当該感染症に特徴的な症状がみられる 

議会事務局へ報告 

医師・保健所から検査結果の報告 

退院等 （症状回復） 

藤沢市保健所等が定めるところにより、医療機関等の受診を申し込み 

医療機関等で受診 
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